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る
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雇
用
さ
れ
て
働
い
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

被
用
者
の
た
め
の
年
金
で
あ
る
厚
生
年
金
に
加

入
で
き
ず
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
と
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
人
が
い
ま
す
。
国
民
年
金
第
１

号
被
保
険
者
と
は
、
本
来
は
定
年
が
な
く
高
齢

に
な
っ
て
も
自
ら
稼
ぐ
こ
と
の
で
き
る
自
営
業

者
等
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、

２
０
１
７
年
度
は
そ
の
う
ち
40
・
３
％
が
短
時

間
労
働
者
な
ど
の
雇
用
者
と
な
っ
て
い
ま
す

（
厚
生
労
働
省
「
平
成
29
年
度
国
民
年
金
被
保

険
者
実
態
調
査
」
）
。
１
９
９
９
年
度
の
割
合
は

26
・
４
％
で
あ
り
、
雇
用
の
変
化
に
伴
い
近
年

そ
の
比
率
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。 

   

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
の
ま
ま
だ
と
、

保
険
料
と
し
て
毎
月
約
１
６
，
０
０
０
円
を
す

べ
て
自
分
で
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
65

歳
以
降
に
受
け
取
れ
る
年
金
も
老
齢
基
礎
年
金

の
み
に
な
り
、
そ
の
額
は
１
か
月
あ
た
り
６
５
，

０
０
０
円
で
す
。
し
か
し
、
厚
生
年
金
に
加
入

で
き
れ
ば
保
険
料
を
会
社
と
折
半
で
納
め
る
こ

と
に
な
り
、
受
け
取
る
年
金
も
厚
生
年
金
分
が

上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
月
例
賃
金
８
８
，

０
０
０
円
の
人
の
場
合
、
毎
月
の
保
険
料
は
約

８
，
０
０
０
円
と
な
り
、
厚
生
年
金
に
40
年
間

加
入
し
た
場
合
、
老
齢
厚
生
年
金
と
し
て
１
か

月
あ
た
り
１
８
，
０
０
０
円
が
上
乗
せ
さ
れ
ま

す
（
図
表
１
）
。 

ま
た
厚
生
年
金
に
加
入
で
き
れ
ば
健
康
保
険

に
よ
る
保
障
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
病

気
や
出
産
な
ど
で
仕
事
を
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
き
で
も
、
健
康
保
険
か
ら
傷
病
手
当
金

や
出
産
手
当
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

様
々
な
リ
ス
ク
等
に
備
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

                   

厚
生
年
金
は
企
業
な
ど
に
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
く

70
歳
未
満
の
人
に
適
用
さ
れ
ま
す
が
、
２
０
１
６

年
10
月
か
ら
、
次
の
５
つ
の
要
件
を
満
た
し
た
短

時
間
労
働
者
も
加
入
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

①
週
の
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上
で
あ
る

こ
と
、
②
賃
金
が
月
額
８
・
８
万
円
（
年
収
１
０

６
万
円
相
当
）
以
上
で
あ
る
こ
と
、
③
勤
務
期
間

が
１
年
以
上
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
④
学
生
で
な
い

こ
と
、
⑤
従
業
員
５
０
１
人
以
上
の
企
業

※

で
働

い
て
い
る
こ
と
、
で
す
。 

日
本
全
体
で
は
５
，
７
０
０
万
人
の
雇
用
者
が

い
ま
す
が
、
短
時
間
労
働
者
な
ど
で
厚
生
年
金
に

加
入
し
て
い
な
い
人
が
約
１
，
３
０
０
万
人
い
ま

し
た
。
先
の
５
つ
の
要
件
を
満
た
し
て
厚
生
年
金

に
加
入
し
た
人
は
そ
の
う
ち
約
40
万
人
に
過
ぎ

ま
せ
ん
。
１
，
２
６
０
万
人
が
厚
生
年
金
に
加
入

で
き
て
い
な
い
の
で
す
（
図
表
２
）。 

※
労
使
の
合
意
が
あ
れ
ば
５
０
０
人
以
下
で
も
適
用
が
可
能
。 

                  

政
府
は
短
時
間
労
働
者
の
適
用
拡
大
を
さ
ら
に

進
め
る
た
め
の
法
案
を
第
２
０
１
回
国
会
に
提
出

す
る
予
定
で
す
。
具
体
的
に
は
、
先
の
５
つ
の
要

件
の
う
ち
③
の
勤
務
期
間
が
２
か
月
超
と
な
る
こ

と
、
⑤
の
従
業
員
数
の
要
件
を
２
０
２
４
年
10
月

か
ら
50
人
超
と
す
る
内
容
で
す
（
中
小
企
業
へ
の

影
響
を
考
慮
し
、
２
０
２
２
年
10
月
か
ら
１
０
０

人
超
と
段
階
的
に
導
入
）。
し
か
し
、
こ
の
要
件
に

よ
っ
て
新
た
に
厚
生
年
金
の
適
用
を
受
け
る
人
は

１
０
０
人
超
の
と
き
で
45
万
人
、
50
人
超
の
と

き
で
も
65
万
人
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
企
業
規
模
や
働

き
方
の
違
い
に
よ
っ
て
社
会
保
険
適
用
の
有
無
が

異
な
る
こ
と
は
不
合
理
で
す
。
保
険
料
負
担
が
増

え
る
企
業
側
の
反
発
も
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
す
べ

て
の
働
く
人
に
厚
生
年
金
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
、

制
度
の
見
直
し
を
着
実
に
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。 

 

すべての雇用者に厚生年金の適用を 
厚生年金の適用を拡大する法案が、現在会期中の通常国会に提出される予定です。短時間労働者へ

の適用拡大を進めようとするものですが、新たに対象となる人は1,260万人のうち65万人と限定的な見

直しにとどまっています。 

                                    電機連合 総合産業・社会政策部門 

電機連合＠見える化通信 Vol.１０４（２０２０.２） 

■図表２ 厚生年金の適用状況 

 
参照：厚生労働省 社会保障審議会年金部会資料 

雇用者全体5,700万人 

「見える化通信」では、難しそうで見えづらい政策課題の中身を月に一回紹介します。

■図表１ 月例賃金8.8万円の雇用者が40年加入した場合 

厚
生
年
金
に
加
入
す
る
と 


